
１ 課の運営方針

２ 担当（係）の使命（果たす役割）

３ 課の経営資源

（１） 課の体制

人 うち 人 ・ 人 千円 千円

（２） 事業規模 ※H29職員平均給与（ 千円）ベース ※予算計上額

千円 千円 （正職員人件費を除く） 事業

令和元年度 課の運営方針書

担当予算事業数 23

職員数 正職員
臨時

嘱託職員
正職員 125,256

歳入予算額 2,487,359 歳出予算額

7,368

3,814,865

276,297
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306 17 289 人件費
臨時

嘱託職員

【課の使命】（課が果たす役割）
 「まちづくり総合計画」・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基本に、「結婚、 妊娠・出産・子育て」に関する切れ目のない支援を行うとともに、児童虐待・子どもの貧困への対
策の強化を図ることで、生まれ育った環境によることなくすべての子ども・家庭・地域の喜びと幸せにつながるまちづくりを推進します。

【課の目標】（令和元年度の課の目標を記載し、重点的に取り組む事項とその概要について優先順に5つ程度明記）
　課の使命を果たすため、相談・支援体制、子育て家庭への経済的負担の軽減策、子どもの貧困対策への取組みを充実・強化させるほか、「子ども・子育て支援事業計画」・
「子ども関連施設施設分類別計画」や国の施策に基づく取組みを確実に実施します。

①子ども家庭総合支援拠点の円滑な運営
　児童福祉と母子保健のさらなる連携強化を図り、子どもや子育て家庭に対する相談・支援体制の強化と児童虐待等の早期発見・早期支援を図ります。
②こども医療費の拡充
　こども医療費助成事業による医療費の無料化を拡充し、児童の福祉の向上と子育て世帯への経済的負担の軽減を図ります。
③子どもの貧困対策の推進
　貧困の世代間連鎖を断ち切るため、子どもの貧困の実態への対応を関係部課との連携により推進します。
④施設分類別計画等の推進
　中核的子育て支援拠点の整備と必要な児童館機能の地域移転と児童クラブと放課後子供教室の一体的実施を進めます。
⑤第２期「子ども・子育て支援事業計画」の策定
　周南市の子ども・子育て支援施策の基本となる「子ども・子育て支援事業計画」の第2期計画を策定します。

【働き方改革による業務改善等の取組み】
①課内や担当内で業務・情報を共有し、担当を越えた協力体制の構築を図ります。
②マニュアルやスケジュールを活用し、業務の可視化を図り、業務の整理・均等化を推進します。
③休みやすい環境づくりと業務調整を行ない、有給休暇の取得率向上を図ります。

（次世代支援担当）
　少子化対策、子育て支援、子どもの貧困対策の充実・強化を図ります。
（こども給付担当）
　児童・母子福祉の増進、ひとり親家庭の支援、子ども医療費助成、子どもの貧困対策の充実・強化を図ります。　
（こども家庭相談室）
　子ども家庭総合支援拠点を設置し、相談・支援体制及び児童虐待等の未然防止に向けた取組みの充実・強化を図ります。
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４ 課の中期目標 （優先順）　第２次周南市まちづくり総合計画・前期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策

2

3

実現したい成果　（最終目標）推進施策

1

目標

１教育・子育て
４子育て環境の充実
（３）子育て相談の充実

子供や保護者に関する総合相談窓口の整備・強化のために、相談員の資質と専門性の向上に
努め、相談への迅速かつ適切な対応を行うとともに、児童虐待など要保護児童の早期発見・早
期支援のために要保護児童対策地域協議会の関係機関等との連携を強化します。

１教育・子育て
４子育て環境の充実
（４）子育て家庭・ひとり親家庭への支援

乳幼児やひとり親家庭の健康増進と児童の健やかな成長を支援するため、医療費助成制度の
更なる充実に努めるとともに、ひとり親家庭の経済的自立支援のための取り組みを強化します。

１教育・子育て
４子育て環境の充実
（１）子育て支援サービスの充実

地域で子育てを応援する機運の醸成と子育て支援のネットワークの強化を進めるため、地域子
育て拠点の拡充を図ります。

１教育・子育て
４子育て環境の充実
（２）保育サービスの質・量の拡充

保護者のニーズなどを踏まえ、児童クラブの施設や保育内容の充実に努めます。4

5
１教育・子育て
４子育て環境の充実
（５）結婚に対する支援の促進

子供や家族を持つことの喜びや大切さについての理解を深め、結婚や子育てについて前向きに
捉えられるよう意識啓発を行い、団体等の「出会い・結婚」を応援する取組を支援する等により、
社会全体で子育て、子育てと仕事の両立、結婚・妊娠・出産を支える環境づくりを推進します。


